
常務理事会 

（第51事業年度・第７回 

平成28年10月12日常務理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

 

Ⅰ 審議事項 

１．会計基礎教育担当常務理事から

の意見具申『文部科学省からのパ

ブリックコメント「次期学習指導

要領等に向けたこれまでの審議の

まとめ」に対する意見』に関する

件 

平成28年９月９日付けで文部科学省

から公表された「次期学習指導要領等

に向けたこれまでの審議のまとめ」に

は「会計教育」に関する記載がないこ

とから、「会計教育」の重要性及び次

期学習指導要領に「会計教育」を含め

ることを提案する協会意見を取りまと

めた旨提案があり、審議の結果、提案

どおり承認された。 

２．経営研究調査会からの意見具申

『環境省「第四次環境基本計画の

進捗状況・今後の課題について

（案）」に対する意見』に関する

件 

平成28年９月12日付けで環境省から

公表された「第四次環境基本計画の進

捗状況・今後の課題について（案）」

には環境に関する企業の情報開示につ

いて言及があり、環境報告の業務に関

わる会員への影響が考えられる。その

ため、環境報告書の情報の品質向上を

図るための継続的施策の必要性及び環

境配慮型製品に関する環境負荷情報の

信頼性の向上に資する取組を進めるこ

との必要性を主張する協会意見を取り

まとめた旨提案があり、審議の結果、

提案どおり承認された。 

３．法規委員会からの答申『法規委

員会研究報告第10号「財務情報の

保証業務等の契約書の作成につい

て」の改正について』に関する件 

法規委員会研究報告第 10号「財務情

報の保証業務等の契約書の作成につい

て」は、公認会計士等が実施する業務

のうち、財務諸表のレビュー業務及び

合意された手続業務を中心に契約書作

成例を示している。平成 28年１月に保

証業務実務指針 2400「財務諸表のレビ

ュー業務」及び同年４月に専門業務実

務指針 4400「合意された手続業務に関

する実務指針」が公表されたことを踏

まえ、研究報告の見直しを行った旨提

案があり、審議の結果、提案どおり承

認された。 

 

このほかの主な審議事項は次のとお

りです。 

○中小事務所等施策調査会からの答申

『中小事務所等施策調査会研究報告

第６号「半期報告書に関する表示の

チェックリスト」の改正』に関する

件 

○ＩＴ委員会からの答申『ＩＴ委員会

研究資料第８号「情報インテグリテ

ィ」』に関する件 

○会計制度委員会からの答申『IASB公

開草案「事業の定義と従来保有して

いた持分の会計処理（IFRS第３号及

びIFRS第11号の修正案）」に対する

意見』に関する件 

○ＩＴ委員会の専門委員会の設置に関

する件 

○公会計委員会に対する諮問事項及び

専門部会の設置並びに専門部会名の

変更に関する件 

 

 

理事会 

（第51事業年度・第７回 

平成28年10月13日理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

 

Ⅰ 会長報告 

関根会長から、金融庁の「監査法人

のガバナンス・コードに関する有識者

検討会」（第３回）の開催、社会福祉

法人の監査、IFAC審議会及び委員会へ

のメンバー推薦、公認会計士の魅力向

上のためのシンポジウム（女性活躍シ

ンポジウム）の結果報告、第37回研究

大会（ふくしま大会）の結果報告、全

国地域会訪問及び会務報告の実施につ

いて、会則第95条に基づく報告があり、

協議を行った。 

 

Ⅱ 審議事項 

１．総務委員会からの意見具申「実

務補習規程の一部変更」に関する

件 

平成 28年９月 15日開催の理事会に

おいて、後進育成担当常務理事からの

意見具申として、実務補習の充実を図

り、適切な受益者負担により安定的か

つ継続的な運営を実現するため、補習

料を引き上げることが承認された。こ

れを受け、「実務補習規程の一部変更」

を取りまとめた旨提案があり、審議の

結果、提案どおり承認された。 

２．総務委員会からの意見具申「女

性会計士活躍促進協議会運営細則

の制定及び各種業態別の協議会の

運営細則等の一部変更」に関する

件 

平成 28年７月 25日開催の定期総会

において、女性会計士活躍推進協議会

の設置のための会則の一部変更案が承

認された。これを受け、同協議会の運



営に関する「女性会計士活躍推進協議

会運営細則」を取りまとめた。また、

同協議会と税務業務協議会、組織内会

計士協議会及び公会計協議会に関する

会則の規定について、整合性を確保す

る観点から改正を行い、各協議会に関

する細則等についても併せて変更した

旨提案があり、審議の結果、提案どお

り承認された。 

３．総務委員会からの意見具申「会

計基礎教育推進会議運営細則の制

定」に関する件 

平成 28年７月 25日開催の定期総会

において、会計基礎教育推進のため会

計基礎教育推進会議が設置された。こ

れを受け、同年９月 15日開催の理事会

で、同会議の運営細則要綱案が承認さ

れ、「会計基礎教育推進会議運営細則

の制定」として取りまとめた旨提案が

あり、審議の結果、提案どおり承認さ

れた。 

 

Ⅲ 報告事項 

１．IFAC-理事会シドニー会議報告に

関する件 

２．IFAC-国際会計士倫理基準審議会

（IESBA）ニューヨーク会議報告に

関する件 

平成28年９月８日及び９日にシドニ

ーで開催されたIFACの理事会、９月26

日から30日にかけてニューヨークで開

催されたIFAC-国際会計士倫理基準審

議会(IESBA)の会議について、それぞれ

報告があった。 

３．『会長声明「非営利法人への公

認会計士監査の導入に当たって」』

に関する件 

社会福祉法人や医療法人等の非営利

法人に相次いで公認会計士監査の導入

が予定されていることを踏まえ、会員

に対し、社会的な期待に応え、適切な

対応をお願いする旨の会長声明を発す

ることとした旨報告があった。 

 

このほかの主な報告事項は次のとお

りです。 

○企業会計基準委員会審議事項に関す

る件 

○「第37回研究大会（ふくしま大会）

結果報告」に関する件 

○国際会計人養成奨学金受給者の決定

に関する件 

○「公認会計士制度70周年事業プロジ

ェクトチーム」の設置に関する件 

○会則一部変更の認可に関する件 

 

以 上 

（総務本部長 中塚雅一） 

  


